
平成２７年度 香美町教育研修所の運営について 

◆１ 基本方針 

 

 教育振興基本計画の更なる推進を図るとともに、平成２７年度香美町教育の重点のねら

いを踏まえ、教職員の実践的指導力や資質の向上を目指し、校園所長会と連携しながら学校

現場の課題を克服するために効果的な研修を展開します。  

（１）本年度は特に、全国学力・学習状況調査の結果から授業の工夫改善が課題となってい

る。そのため、児童生徒の学力を伸ばすための授業である「主体的な学習方法」や授業中に

おける「個に応じた指導」の在り方などに視点を当てた研修に取り組みます。  

（２）小学校では、小規模校でのきめ細かな指導におけるプラス面を生かすとともに、マイ

ナス面を克服するための学校間連携を推進し、複数校が合同による授業を実施することで、

効果的な多人数指導や少人数指導のあり方等の研究に取り組みます。  

 また、幼稚園、保育所、認定こども園等においても同様に園所間が連携し合って取り組み

ます。  

（３）一貫化教育研究においては、連携した教育を推進するため、幼・小・中・高が連携し

あって研究に取り組みます。   

（４）中堅教員研修会については、さらに継続して実施し、教育現場における様々な課題に

対し、積極的に解決を図る教員の育成に取り組みます。   

（５）今日の学校園においては、インクルーシブ教育システムの構築に向けた取り組みが必

要である。そのため、学級担任をはじめとする支援員が連携し合い、同一歩調で教育に当た

るための方法等の研究に取り組みます。  

（６）専門部会や研究助成を行う各校並びに各会、各グループにおいても、今日的な教育課

題や学校現場の実態を十分に踏まえた内容の研修に取り組みます。  

  

◆２ 研  修 

（１）全体研修  

   夏季休業中に、町内の全教職員が一堂に会し、「主体的な学習方法」や「個に応じた指

導」の在り方などについて、専門家を招聘し、研修を深めます。  

（２）学校間スーパー連携チャレンジ研修  

① 小学校「学力向上ステップアップ授業」事業  

 町内の近隣の小規模校が連携し合い、多人数での授業や少人数にグループ分けした授業

を行うなど、確かな学力の向上を目指し、効果的な授業づくりの研究に取り組みます。  

 そのため、町内の小規模校がグループに別れ、効果的な合同授業を実践するため、事前や

事後に合同による研究会を実施します。  

 また、合同による研究内容は、教科・単元の選択、授業実施計画、連絡調整方法、成果、

課題の検証・改善方法、さらに、保護者や地域への情報発信等とします。  



 そこで、合同授業での多人数の集団での学習場面では、普段には味わえない多人数による

「わくわく授業」を目指し、子どもたちの学習意欲や興味を引く授業のあり方、一人の教師

ではできない複数の教師による効果的な指導方法と教師の役割分担等について研究を深め

ます。  

 また、複数の学校の多くの教師が関われるようになるため、少人数による「わかった授業」

を目指し、子どもたちの到達度や個人差に応じた授業を通して、認めて伸ばす指導方法のあ

り方等について研究を深めます。 

 ② 就学前「わくわく交流会」事業  

 町内の幼稚園、認定こども園・町立保育所の子どもたちが、自然を活かした活動など、わ

くわくする「わくわく交流会」を合同で実施し、様々な組み合わせの集団生活を通して、「い

ろいろな人に声をかけることができ、たくさんの友だちと遊ぶと楽しい」と感じるなど、小

規模園の課題を克服する効果的な方法の研究に取り組みます。  

（３）一貫化教育  

  将来に向け、たくましく生き抜く子どもたちを育成するためには、保幼小中高が、これま

で以上に連携し合い、生活面や学習場面において、中学校区単位の一貫した教育を推進し、

確かな学力の保障や人間関係力などを育てることが大切です。  

 そのため、中学校の３年生を基軸とし、同一のビジョンを持ち、効果のあがる連携のあり

方などを検討し、一貫化に向けた魅力ある、その地域ならではの教育のあり方を研究します。  

 そこで、本年度は、一貫化教育や授業の在り方などについて、先進校の視察を行うことで、

さらに充実を図ります。  

（４）中堅教員研修  

  各小中学校の教職経験年数５年以上の教員を対象に、「中堅教員研修」として職務研修に

位置づけ、香美町小中学校長の協力を得て実施します。  

 研修としては、教育現場における様々な課題に対し、根拠（法）をもって解決する方法等

を学ぶ内容とします。  

 また、グループ討議を入れる研修とし、様々な現場の問題に対し積極的に対処していく教

員を育成する機会とします。  

（５）特別支援教育支援員等研究事業  

  各学校園のインクルーシブ教育システムの構築に向け、特別支援教育コ―ディネーター

や担任をはじめ支援員（スクールアシスタント、介助員）を対象にして、相互の連携の在り

方や特別支援を必要とする児童生徒に対する有効な関わり方などの研修を行います。  

  

◆３ 専門部会 

 「校長会」、「教頭会」、「養護教諭部会」、「学校事務部会」の専門部会を設置して研修を実

施する。必要により外部講師を招いて研修を深めます。  

 ◆４ 研究助成 



次の各領域の研究に対して助成します。 

（１）ふるさと学習、情報教育、道徳教育、複式学級での教育など、様々な教育において、

先進的な取組や特色ある取組を推進する小・中学校には、小・中研究費として助成します。  

（２）県並びに但馬指定の研究指定校には、研究指定助成費として助成します。  

（３）全町的に同一歩調ならびに共通理解が必要とされる次の研究会に対し、「特定研究」

として助成します。   

  ① 「特別支援教育研究会」に対し、助成します。   

  ※各校の特別支援教育の担当者が中心となり、インクルーシブ教育システムの構築に

向けた特別支援教育の在り方や子どもの発達障害等についての研修を深める。  

  ② 「生徒指導研究会」に対し、助成します。  

  ※各校の生徒指導担当者が中心となり、各校の情報交換を行うと共に、適切な生徒指導

の在り方を研修する。  

（４）就学前の幼稚園、保育所、認定こども園に対しては、子どもの発達段階に応じた指導

および連携のあり方を研究するため、就学前教育研究費として助成します。  

（５）教職員の中で積極的に研究するグループに対しては、教育実践研究費として助成しま

す。  

  

 

 

 


